
市町村地球温暖化対策地域協議会(仮称)

・ 地域協議会ごとに、「目標」「重点行動」を定め、宣言
・ 宣言内容について取り組み結果を取りまとめ、報告

4つの重点施策

各主体の取り組み

・ 各部会ごとに、「目標」「重点行動」を定め、宣言
・ 宣言内容について取り組み結果を取りまとめ、報告

詳しくは、本計画書の第3章参照

工場での取り組み
★環境マネジメントシステムの構築を目指しましょう

★ESCO事業や省エネ設備を導入しましょう

★太陽光・風力発電等の新エネ設備を導入しましょう

事務所・オフィス・店舗での取り組み
★電力多消費型販売・宣伝方法を見直しましょう

★省エネ型OA機器を選択しましょう

★建造物の省エネ化断熱構造化を図りましょう

運送業者の取り組み
★グリーン経営の認証を受けましょう

★デジタルタコグラフなどのエコドライブ装置を導入

　しましょう

県及び市町村の取り組み
★県や市町村が行う事務、事業から排出される温室効果

   ガスを抑制するための実行計画を策定し、実施します

★環境マネジメントシステムを構築し、推進します

★グリーン調達を推進します

★県有施設に対し、ESCO事業や新エネの導入及び省

　エネ対策を推進します

★自動車を長時間停車させるときは、アイドリングをしないよ

   うにしましょう

★自動車を買い替えるときは、燃費のよい車にしましょう

★3R運動（廃棄物の発生抑制、再生利用、再利用）を行いま

   しょう

★商品やサービスを購入するときは、環境に配慮されたものを

   選びましょう

エコライフ生活をしましょう
★冷暖房の温度設定は、こまめに行いましょう

★長時間使用しない場合は、家電製品の主電源を切りましょう

★環境家計簿（わが家のエコチェックシート）をつけましょう

省エネ・新エネ設備を導入しましょう
★天井・屋根、壁・外装、床・基礎に断熱材を導入しましょう

★家電製品を買い換えるときは、省エネ型にしましょう目標達成のために




